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研究成果の概要（和文）：本研究は，ラムサール条約登録湿地が集中する東アジア水域の湿地保全を進展させる
ために，環境経済学分野の面源汚染制御研究の研究成果を同水域へ実装することを目的として，理論研究・調査
研究に取り組んだ。理論研究では，トーナメント・アプローチによって，汚染主体の数に依存せずに，面源汚染
を制御できる政策設計を行った。調査研究では，重要湿地間の協調を，未登録湿地間，登録済湿地間，未登録湿
地と登録済湿地に分類し，登録順や登録湿地数の変化が登録湿地の便益に与える影響について整理した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to implement the results of the research on 
Non-point source pollution control in the field of environmental economics in order to advance the 
conservation of wetlands in East Asian waters where Ramsar site is concentrated. In the theoretical 
study, a tournament approach is used to design a policy that could control Non-point  source 
pollution independently of the number of polluters. In the research study, the coordination among 
important wetlands is classified into unregistered wetlands, registered wetlands, unregistered 
wetlands and registered wetlands, and the effects of changes in the order of registration and number
 of registered wetlands on the benefits of registered wetlands are organized.

研究分野： 環境経済学

キーワード： 面源汚染　ラムサール条約　湿地保全　移動性生物保全　東アジア
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的意義は，本研究が新たに提案するトーナメント・アプローチによって，従来研究ではできなかっ
た，汚染主体の数が少ない場合でも，多い場合でも面源汚染を適切に制御することを可能にしたことである。ま
た，社会的意義は，面源汚染制御政策の各地域への実装によって，これまでのようにただ技術的解決だけに頼る
のではなく，経済的インセンティヴに基づく政策を合わせることで，さらに汚染水準の改善を進めることが可能
となることである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
（１）ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際
的に重要な湿地に関する条約）登録湿地数を国ではな
く地域で整理すると，際立って，日中韓を取り囲む水
域は登録湿地が集中しており，国家の枠を超えて共同
で保全に取り組むべき最重要地域だと確認できる（図
1）。湿地保全に焦点を当てた学術研究は，湿地の生態
系価値を評価する研究が大半である。また，渡り鳥や
ウミガメの保全という観点から，国際協調の枠組み設
計の問題と捉える経済研究も多いが，次に挙げる 2 つ
の理由で，現実の湿地保全を進めるために実装するに
あたって問題を多く残すものとなっている。                                                     
① まず，従来研究は，湿地に分類される多くの水域が
閉鎖性水域であることを考慮しておらず，一般的な環
境政策をそのまま当てはめる形で議論を進めている。
しかしながら，閉鎖性水域の主たる汚染の原因は汚染
者を特定できない面源汚染であり，通常の環境政策は
適用できない。面源研究では， Hansen（1998） [1]と Horan et al.（1998） [2]が同時期に提
案した環境被害に基づく制御メカニズム（以降，H&H 型メカニズム）と Hansen and Romstad
（2007） [3]の汚染者の自己申告に基づく制御メカニズム（以降，H&R 型メカニズム）が 2 つ
の代表的な制御策と考えられている。一方，湿地保全の従来研究では，我々の知る限り，こうし
た面源研究はほとんど応用されていない。このことは，湿地保全の現場でも同様で，経済的イン
センティヴに基づく保全策の例はほとんどなく，技術的解決に頼るのが実情である。 
② 次に，従来研究は，枠組み設計に一般的な協調形成モデルを使用しており，対象とする国々
の具体的な政策決定プロセスを反映していない。このことは，湿地保全だけでなく，先に挙げた，
面源研究についても同様である。確かに，協調形成や面源制御の一般的な性質を論ずるためには
適切かもしれないが，特定地域での政策実装までステップを進めることを考えるならば，地域固
有の特性を考慮した具体性のある分析が必要不可欠である。たとえば， 地域固有の特性を考慮
した研究として，Sawada and Xu（2014） [4]がある。しかしながら，中国の環境政策の決定プ
ロセスについて注目し，様々な条件下で，政策予算がどのように環境保全へ配分されるかについ
て考察しているものの，個別の政策については分析の中で十分考慮されていない。 
 
２．研究の目的 
（１）本研究は，ラムサール条約登録湿地が集中する東アジア水域の湿地保全を進展させるため
に，従来の面源研究の成果を同水域へ実装することを目的として，理論研究・調査研究に取り組
み，登録湿地の効果的な管理について提言を行う。本研究の概要は図 2 のようにまとめられる。
澤田（2010，2013） [5] [6]では，面源政策の実装化へ向けた基礎研究を終えている。前述のと
おり，各国の面源汚染政策の候補として，H&H 型メカニズムと H&R 型メカニズムの 2 つがあ
るが，それぞれのメカニズムは，実装の上での長所と短所を併せ持つものであるため，各国がど
ちらを実装していくべきかが未だ明確でない。そこで，本研究は，理論研究と調査研究を並行し
て進め，理論研究から導出された政策を選択する上での条件と調査研究で収集した情報を合わ
せながら，日中韓の各国がどちらの政策を実装すべきであるかを明らかにする。 
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図 1 地域別登録湿地数（研究開始当初） 
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直接的実装化

固有の政策決定プロセスを考慮した実装化

応募者の面源政策の実装化に向けた基礎研究：
澤田（2010、2013a、2013b）

従来研究による面源汚染の2つの制御メカニズム： 
H&H型メカニズム（Hansen、1998；Horan et al.、 1998） 
H&R型メカニズム（Hansen and Romstad、2007）

応募者の中国の政策決定についての基礎研究：
澤田・徐（2014）、Sawada and Xu（2014、
forthcoming）

従来研究による企業を対象とした面源汚染制御
の枠組み設計モデル： 
Romstad（2003）

地域としての実装化： 
東アジア水域の湿地保全の国際的枠組み設計
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図 2 本研究の概要 



３．研究の方法 
（１）理論研究：理論研究については，面源汚染政策として，汚染主体を単体でなく，任意のペ
アを相対評価するトーナメント・アプローチから，汚染量の最適制御が可能となる政策設計に取
り組んだ。2主体の場合はペアを相対評価し，3 主体の場合は，ペアから漏れた主体に実現した
環境被害の支払いを求める，汚染主体が 2 主体の場合と 3 主体の場合の特殊ケースから分析を
始め，その後，汚染主体の数を拡張して同様の政策の効果について検証した。 
（２）調査研究：日中韓水域のラムサール条約登録湿地を訪問し，湿地保全の管理担当者が参加
する講演等のイベントに参加し，管理担当者，各国政府担当者，NGO の関係者，旅行業者にイン
タビューすることで，湿地保全の取り組み状況についての情報収集と，モデル分析に地域の特性
を取り入れるための地域毎の取り組みの違いについての情報収集を行った。 
 
４．研究成果 
（１）理論研究：トーナメント・アプローチによって，汚染主体の数に依存せずに，効率性，汚
染の申告量のコントロール，予算バランス，共謀への耐性を備えた政策を設計可能であることが
明らかとなった。この結果は，当初計画のように， H&S 型と H&R 型の 2つから，ある地域にと
って適切な政策となる一方を選択する必要はなく，地域の特性に依存しない汎用的な政策一つ
を考察すれば十分であることを意味する。効率性についての結果は，Sawada（2017） [7]として，
その後，効率性以外の重要な性質についても考察を加え，Sawada (2018) [8]として発表した。
図 3 は，Sawada（2018） [8]による計算結果であり，縦軸は汚染量，横軸は政策変数のパラメ
ータの値である。(a)では，政策変数のパラメータの値に依らず常に経済主体が選択する汚染量
と最適な汚染量が一致することが，(b)では，政策変数のパラメータの調整によって，申告量と
汚染量が一致することが，(c)では，予算バランスの達成が可能であることが，(d)では共謀する
と必ず共謀前よりも純便益が小さくなることが示されている。 
（２）調査研究：隣接するエリアで同時期にラムサール条約に登録された湿地であっても，必ず
しも登録へ向けて連携を図っていたわけではなく，登録湿地ごとに登録の経緯は大きく異なっ
ていた。一方で，早期に登録された湿地では，登録後の保全活動の取り組みに大きく開きがあり，
地域によっては住民や自治体の関心の低下が観察された。インタビュー結果に基づいて，広域的
な重要湿地間の協調を，未登録湿地間，登録済湿地間，未登録湿地と登録済湿地に分類して，登
録順や登録湿地数の変化が登録湿地の便益に与える影響について整理し，Tomida and Sawada
（2017） [9]として，ポスター発表を行った。また，日中韓の内，韓国での環境政策の政策決定
プロセスについては，近年の，低炭素グリーン成長への取り組みに注目してとりまとめを行った。
研究成果は，2020 年度中にブックチャプター「South Korean Green Growth and Climate Change 
Policies」として出版を予定している。 
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図 3 トーナメント税の数値計算結果 
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